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審決 

 

不服２０１８－７７１６ 

 

 （省略） 

 請求人 マテリオン コーポレイション 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 特許業務法人深見特許事務所 

 

 

 特願２０１５－５２３６０８「小型光エンジン」拒絶査定不服審判事件〔平

成２６年１月３０日国際公開、ＷＯ２０１４／０１６５７４、平成２７年１０

月８日国内公表、特表２０１５－５２９８４３、請求項の数（２０）〕につい

て、次のとおり審決する。 

 

 結論 

 原査定を取り消す。 

 本願の発明は、特許すべきものとする。 

 

 理由 

第１ 手続の経緯 

 この審判事件に関する出願（以下、「本願」という。）は、平成２４年７月

２３日（以下、「優先日」という。）に英国（グレートブリテン及び北アイル

ランド連合王国）でされた特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して平成

２５年７月２２日にされた国際特許出願である。 

 本願については、平成２８年１２月１６日付けで拒絶理由が通知され、翌平

成２９年５月１８日に意見書が提出されるとともに特許請求の範囲についての

補正がなされ、同年９月１日付けで再度拒絶理由が通知され、同年１２月５日

に意見書が提出されたが、翌平成３０年１月３１日付けで拒絶査定（以下、

「原査定」という。）がなされ、査定の謄本が同年２月６日に送達された。 

 これに対し、平成３０年６月５日に拒絶査定不服審判が請求された。 

 更に、合議体による合議の結果、平成３１年２月２８日付けで理由１及び理

由２からなる拒絶理由（以下、「当審拒絶理由」という。）が通知され、これ

に対し、令和元年６月３日に意見書が提出されるとともに特許請求の範囲につ

いての補正（以下、「本件補正」という。）がなされた。 

 なお、本願の請求項の数は、本件補正前（すなわち、原査定時）は２２であ

り、本件補正後は２０である。  

 

 

第２ 本願発明 

 本願の請求項１ないし請求項２０に係る発明（以下、それぞれ「本願発明１」

ないし「本願発明２０」という。）は、本件補正がされた特許請求の範囲の請
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求項１ないし請求項２０に記載された事項により特定される以下のとおりのも

のである。 

  

「 【請求項１】 

 光エンジンであって、前記光エンジンは、 

 （Ｉ）波長変換装置を備え、前記波長変換装置は、第１の波長範囲かつ第１

の偏光の光源光を受け、受けられた前記光源光の一部から前記第１の波長範囲

と重複しない第２の波長範囲の光を発生するように配置され、前記波長変換装

置は、 

 （ｉ）複数の区域を有するディスク部分を含む蛍光体ホイールを含み、前記

複数の区域は、（Ａ）蛍光要素を含む区域と、（Ｂ）間隙区域とを含み、前記

蛍光要素を含む区域は、前記第２の波長範囲の光を発生して前記第２の波長範

囲の光を反射し、 

 （ｉｉ）偏光変換器を含み、前記偏光変換器は、前記光源光を、前記第１の

偏光と異なる第２の偏光に設定し、前記第２の偏光の光を反射するように構成

され、前記光エンジンはさらに、 

 （ＩＩ）二色性要素を備え、前記二色性要素は、前記第２の波長範囲の反射

された光および前記第２の偏光の光を受けるように配置され、前記二色性要素

は、（Ａ）前記第１の波長範囲かつ前記第１の偏光の光を（Ｂ）前記第２の偏

光の光および前記第２の波長範囲の光と異なって透過または反射するように構

成され、 

 前記蛍光体ホイールは、前記二色性要素と前記偏光変換器との間に配置され

る、光エンジン。 

【請求項２】 

 前記二色性要素はさらに、前記光源光を前記波長変換装置に入射させるよう

に透過または反射するように配置された、請求項１に記載の光エンジン。 

【請求項３】 

 前記二色性要素は、（Ａ）前記第１の波長範囲かつ前記第１の偏光の光を透

過し、（Ｂ）（ｉ）前記第１の波長範囲かつ前記第２の偏光の光と（ｉｉ）前

記第２の波長範囲の光とを反射するように構成された、請求項１に記載の光エ

ンジン。 

【請求項４】 

 前記二色性要素は、（Ａ）前記第１の波長範囲かつ前記第１の偏光の光を反

射し、（Ｂ）（ｉ）前記第２の波長範囲の光と（ｉｉ）前記第１の波長範囲か

つ前記第２の偏光の光とを透過するように構成された、請求項１に記載の光エ

ンジン。 

【請求項５】 

 前記第２の波長範囲は、前記第１の波長範囲と実質的に非重複している、請

求項１から４のいずれか１項に記載の光エンジン。 

【請求項６】 

 前記波長変換装置はさらに、受けられた前記光源光の一部から前記第１の波

長範囲および前記第２の波長範囲と重複しない第３の波長範囲の光を発生する
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ように構成され、前記二色性要素は、前記第３の波長範囲の光を前記第２の波

長範囲の光と同じく透過または反射するように構成された、請求項１から５の

いずれか１項に記載の光エンジン。 

【請求項７】 

 前記蛍光要素を含む区域の中で、第１の区域は、前記第２の波長範囲の光を

発生するように構成され、第２の区域は、前記第３の波長範囲の光を発生する

ように構成された、請求項６に記載の光エンジン。 

【請求項８】 

 蛍光体ホイール、偏光変換器および二色性要素を備え、前記二色性要素は、

初めの偏光の光源光を蛍光体ホイールに入射させるように配置され、前記光源

光の一部分は、異なる色の光に変換され、前記光源光の一部分は、色変化なし

に、偏光の変化を伴って反射され、前記変換された光および前記反射された光

源光は、前記二色性要素に入射し、前記二色性要素は、前記変換された光およ

び前記反射された光源光を、前記初めの偏光の前記光源光と異なって透過また

は反射するように構成され、 

 前記蛍光体ホイールは、前記光源光の偏光を変化させ前記光源光を反射する

前記蛍光体ホイールの後ろに位置する偏光変換器に対して前記光源光を透過す

るように構成される、 

光エンジン。 

【請求項９】 

 前記光源光を発するように配置された光源をさらに含む、請求項１から８の

いずれか１項に記載の光エンジン。 

【請求項１０】 

 請求項１から９のいずれか１項に記載の光エンジンを備えたプロジェクタ。 

【請求項１１】 

 光を発生する方法であって、前記方法は、 

 第１の波長範囲かつ第１の偏光の光源光を、蛍光体ホイールおよび偏光変換

器を含む波長変換装置で受けるステップと、 

 受けられた前記光源光の一部から前記第１の波長範囲と重複しない第２の波

長範囲の光を前記波長変換装置で発生するステップとを含み、前記方法はさら

に、 

 前記光源光の少なくとも一部分の偏光を前記第１の偏光と異なる第２の偏光

に設定するように、前記受けられた前記光源光の一部を前記蛍光体ホイールを

通じて前記偏光変換器に透過するステップと、 

 二色性要素に向けて前記第２の偏光の光を反射するステップと、 

 前記波長変換装置からの前記第２の波長範囲の前記発生された光を前記二色

性要素に向けて反射するステップとを含み、前記二色性要素は、（Ａ）前記第

１の波長範囲かつ前記第１の偏光の光を（Ｂ）前記第２の偏光の光および前記

第２の波長範囲の光と異なって透過または反射するように構成された、光を発

生する方法。 

【請求項１２】 

 前記光源光を前記二色性要素で受けるステップと、 
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 前記二色性要素を用いて、前記光源光を前記波長変換装置に入射されるよう

に向けるステップとをさらに含む、請求項１１に記載の方法。 

【請求項１３】 

 前記二色性要素で受けられた前記第１の波長範囲かつ前記第１の偏光の光を

透過するステップと、 

 前記二色性要素で受けられた前記第１の波長範囲かつ前記第２の偏光の光と

前記第２の波長範囲の光とを反射するステップとをさらに含む、請求項１１に

記載の方法。 

【請求項１４】 

 前記二色性要素で受けられた前記第１の波長範囲かつ前記第１の偏光の光を

反射するステップと、 

 前記二色性要素で受けられた前記第１の波長範囲かつ前記第２の偏光の光と

前記第２の波長範囲の光とを透過するステップとをさらに含む、請求項１１に

記載の方法。 

【請求項１５】 

 前記第２の波長範囲は、前記第１の波長範囲と実質的に非重複している、請

求項１１から１４のいずれか１項に記載の方法。 

【請求項１６】 

 第２の波長範囲の光を発生するステップは、蛍光体要素を使用することを含

む、請求項１５に記載の方法。 

【請求項１７】 

 前記蛍光体ホイールの表面の第１の部分は、前記第２の波長範囲の光を発生

するように構成された、請求項１１から１６のいずれか１項に記載の方法。 

【請求項１８】 

 受けられた前記光源光の一部から前記波長変換装置で第３の波長範囲の光を

発生するステップと、前記波長変換装置からの前記第３の波長範囲の前記発生

された光を前記二色性要素に向けて反射するステップとをさらに含み、前記二

色性要素は、前記第３の波長範囲の光を前記第２の波長範囲の光と同じく透過

または反射するように構成され、前記第３の波長範囲は、前記第１の波長範囲

および前記第２の波長範囲と重複しない、請求項１１から１７のいずれか１項

に記載の方法。 

【請求項１９】 

 前記蛍光体ホイールの表面の第１の部分は、前記第２の波長範囲の光を発生

するように構成され、前記蛍光体ホイールの表面の第２の部分は、前記第３の

波長範囲の光を発生するように構成された、請求項１８に記載の方法。 

【請求項２０】 

 光エンジンを操作する方法であって、前記方法は、 

 初めの偏光の光源光を二色性要素で受けることにより、前記光源光を蛍光体

ホイールに入射させるステップと、 

 前記光源光の一部分を前記蛍光体ホイールで異なる色の光に変換するステッ

プと、 
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 前記光源光の一部分を、色変化なしに、偏光の変化を伴って前記蛍光体ホイ

ールの後ろで反射するステップと、 

 前記変換された光および前記反射された光源光を前記二色性要素に入射させ

るステップとを含み、前記二色性要素は、前記反射された光源光および前記変

換された光を前記初めの偏光の前記光源光と異なって透過または反射する、光

エンジンを操作する方法。」 

 

 

第３ 原査定における拒絶理由の概要 

 この出願の請求項１ないし請求項２２に係る発明は、以下の引用文献１ない

し引用文献４に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることがで

きたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることが

できない。 

 

引用文献１．特開２０１１－１６５５５５号公報 

引用文献２．特開２０１２－１２３１７９号公報 

引用文献３．特開２０１２－３２５５３号公報 

引用文献４．特開２０１２－１０８４８６号公報 

 

 

第４ 引用文献に記載された発明等 

１ 引用文献１ 

 原査定で引用された引用文献１には、以下の記載がある。なお、下線は合議

体が付したものである。 

 

（１） 段落０００９から段落００１２まで 

「【発明の概要】 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００９】 

 上述したように、投射型表示装置において光源として使用される超高圧水銀

ランプは、紫外線を大量に発生させることから、照明光学系を構成する液晶バ

ルブや偏光板など、特に、有機物によって構成される部品に対して大きなスト

レスを与えることとなる。そのため、かかる部品の寿命を損なってしまう。ま

た、当該ランプ自体も、電極の磨耗や発光管の白濁による明るさの低下が比較

的に短い時間で発生する。更には、水銀を含むことからその廃棄処分が難しい

などの課題があった。そして、かかる超高圧水銀ランプに代え、上述したよう

に、上記の特許文献には、発光ダイオードやレーザダイオードなどの固体光源

を利用した投射型表示装置の光源が種々提案されているが、しかしながら、特

に、投射型表示装置の光源としては、以下のような課題を有している。 

【００１０】 

 即ち、投射型表示装置は、超高圧水銀ランプに代表されるように、発光効率

の高い点状の光源からの白色光を、透過型又は反射型の液晶パネル、或いは、
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複数のマイクロミラーを配列したディジタルミラーディバイス（ＤＭＤ）など

で映像信号に応じて光強度変調し、形成された光学像を拡大して投射するもの

である（光学素子部分）。これに対して、上述した特許文献を含む従来技術に

より提案されている光源装置（固体光源）は、必ずしも、投射型表示装置に適

した光源を提供するものではない。即ち、上述した従来の光源装置により得ら

れる光は、比較的大きな面積に集積して配置された多数の固体光源からの光を

集めたものであり、そのため、必要な光量の白色光の点光源を形成するもので

はなく、従来の水銀ランプに代えて上述した固体光源を採用した場合には、光

強度変調部を含む光学系部分において十分な性能が得られず、投射面でのホワ

イトバランスの劣化や色むらが発生してしまう原因ともなってしまう。 

【００１１】 

 そこで、本発明では、上述した従来技術における問題点に鑑みてなされたも

のであり、更に詳細には、特に、投射型表示装置における光源として採用する

に適した固体光源装置を提供することを目的とする。 

【課題を解決するための手段】 

【００１２】 

 本発明によれば、上記の目的を達成するため、励起光を発光する固体発光部

と、前記固体発光部からの励起光を点状に集光するための集光手段と、前記集

光手段により点状に集光された励起光の焦点の近傍において、当該励起光の反

射散乱と当該励起光の波長の変換を交互に繰り返す反射散乱・波長変換手段、

或いは、当該励起光の透過散乱と当該励起光の波長の変換を交互に繰り返す透

過散乱・波長変換手段と、前記手段により反射散乱又は透過散乱された励起光

と、前記手段により波長が変換された励起光を、同一の光学路上において取り

出して、もって、略点光源から出射した白色光を出力する手段とを備えた固体

光源装置が提供される。また、発光ダイオードやレーザなどの固体発光素子か

らの励起光により励起された蛍光体として、白色に対して励起光とは補色の関

係となる波長領域の光束を発光する物質を選択すれば、簡単な構成で高効率な

光源が実現できる。」 

 

（２） 段落００３６から段落００４３まで 

「【００３６】 

 続いて、上記に構成を説明した投射型表示装置、特に、その照明光学系１０

０において、光軸１０１に略平行な白色光の光束を射出するための、固体発光

素子からなる光源ユニット（固体光源装置）１０の詳細について、以下に説明

する。 

【実施例１】 

【００３７】 

 添付の図１は、本発明の一実施例（実施例１）になる光源ユニット１０の原

理を説明するための図である。図からも明らかなように、当該ユニット１０は、

固体素子の発光源である青色帯域（Ｂ色）の光を発光する半導体レーザ素子、

又は、発光ダイオードを略円板状の基板上に複数配列した半導体レーザ素子群

１１０と、上記半導体レーザ素子群１１０のレーザ光出射面に対向して、略４
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５度の角度で傾斜して配置された分離ミラー１２０と、当該分離ミラー１２０

のレーザ光反射面に対向する位置に配置された、例えば放物面を備えた、反射

鏡（リフレクタ）１３０と、当該反射鏡の焦点（Ｆ）の近傍において回転する

円盤（ホイール）部材１４０と、そして、当該円盤（ホイール）部材を所望の

回転速度で回転駆動するための駆動手段、例えば、電動モータ１５０を備えて

いる。なお、この光源ユニット１０（但し、電動モータ１５０を除く）の縦断

面を、添付の図２に示す。 

【００３８】 

 上述した光源ユニット１０の構成において、まず、励起光を発生する半導体

レーザ素子群１１０について説明する。以下の説明からも明らかとなるように、

励起光を発生するための光源としては、固体発光素子である、例えば、発光ダ

イオードやレーザ光源が優れているが、しかしながら、一般に、高出力レーザ

は高価であることから、上述したように、複数の青色レーザの半導体レーザ素

子を併用し、励起光源とすることが好ましい。特に、可視光領域の青色光帯域

に属し、エネルギー効率が高いこと、狭帯域であること、更には、単一偏波で

あることなどを理由として、青色レーザ光が望ましく、本実施例では、青色帯

域（Ｂ色）の光を発光する半導体レーザ素子を、例えば、上述した円板状、矩

形、又は、多角形の基板上に多数配列し、もって、半導体レーザ素子群１１０

としている。また、これら多数の半導体レーザ素子は、その発光面から出射す

る光の偏光面が所定の方向に揃うように配置されている。 

【００３９】 

 次に、上記半導体レーザ素子群のレーザ光出射面に対向して傾斜配置された

分離ミラー１２０は、以下の説明からも明らかとなるように、半導体レーザ素

子群から射出され、その偏光面を所定の方向に揃えた青色レーザ光を、反射鏡

（リフレクタ）１３０に向けて透過すると共に、反射鏡（リフレクタ）から入

射する、当該偏光面に対して直交する方向に偏光面を有する光については、こ

れを反射する働きをする。なお、この分離ミラー１２０の特性の一例を、添付

の図３に示す。 

【００４０】 

 更に、反射鏡（リフレクタ）１３０は、その内面側に、放物線を回転して得

られる放物面、又は、当該放物面を基調とした曲面、或いは、楕円を回転して

得られる楕円面、又は、当該楕円面を基調とした曲面を有する反射鏡（面）１

３１が形成されており、その回転軸に沿って略半分に切断された形状となって

いる。なお、後にも詳細に説明するが、上記半導体レーザ素子群１１０から出

射されて上記分離ミラー１２０を通過した青色レーザ光は、この反射鏡（リフ

レクタ）１３０の内面側の反射面で反射されて、その焦点近傍（上記図１にお

いて、「Ｆ」で示す）に集光される。また、当該焦点近傍から出射された光を、

平行光として、上記分離ミラー１２０に向けて反射する。 

【００４１】 

 そして、添付の図４（Ａ）及び（Ｂ）には、上述した円盤（ホイール）部材

１４０の詳細を示す。なお、図４（Ａ）は円盤（ホイール）部材１４０の側面

断面を、そして、図４（Ｂ）はその上面図を示している。 
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【００４２】 

 これらの図からも明らかなように、この円盤（ホイール）部材１４０は、そ

の中心部に回転駆動のための回転軸１４１を備えると共に、円盤状に形成され

た基材１４２を備えている。そして、回転制御が可能な円盤状の基材１４２の

表面には、複数（本例では１２個）のセグメント領域が設けられ（分割され）

ている。これら複数のセグメント領域は、二つの領域に分けられる。一方のセ

グメント領域（図４（Ｂ）では、「Ｙ」で示す）には、可視光領域の励起光

（青色（Ｂ）レーザ光）を受光して所定の波長帯領域の光を発光する蛍光体層

からなる蛍光面１４３が設けられ、他方のセグメント領域には、励起光を反

射・拡散する反射面１４４を設けると共に、その表面を覆って、更に、励起光

の位相を１／４波長（１／４λ）だけ移動する位相変換手段である透過膜１４

５（図４（Ｂ）では、「Ｂ」で示す）が形成されている。そして、この基材１

４２を所定の速度で回転させることにより、上記の反射鏡（リフレクタ）１３

０により反射されて焦点近傍Ｆに集光された励起光は、図４（Ｂ）の太線の円

で示すように、交互に、蛍光面１４３（Ｙ）と、そして、その表面が透過膜１

４５で覆われた反射面１４４へ入射することとなる。その結果、上述した円盤

（ホイール）部材１４０からは、蛍光体からの発光光束と、基材１４２の反射

面１４４で拡散反射した励起光とが、時分割で、取り出されることとなる。 

【００４３】 

 なお、上述した基材１４２の一方のセグメント領域Ｙに塗布して形成される

蛍光体、即ち、青色領域の励起光により励起されて発光する蛍光体としては、

青色光の補色の関係にある黄色光を高効率に発光するＹＡＧ蛍光体（（Ｙ，Ｇ

ｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）Ｏ１２：Ｃｅ３＋）が一般的である。しかしながら、本発明

ではこれに限定することなく、その他、青色領域の励起光により励起されて黄

色光を発光するものであればよい。なお、この青色領域の励起光と、当該励起

光により励起されて発光するＹ色の蛍光光について、それらの波長と強度の関

係の一例について、添付の図５に示す。」 

 

【図１】 
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【図２】 

 

【図３】 
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【図４】 

 

 

（３） 段落００４６から段落００４７まで 

「【００４６】 

 再び、上記図１６を参照しながら説明すると、半導体レーザ素子群１１０か

らの偏光面が所定の方向に揃った青色帯域（Ｂ色）の光は、分離ミラー１２０

を透過して反射鏡（リフレクタ）１３０に向かい、その内面側の反射鏡（面）

１３１により反射されて、その焦点近傍Ｆに集光される。この焦点近傍Ｆに集

光された青色帯域（Ｂ色）の光は、円盤（ホイール）部材１４０の回転に伴い、

当該部材を構成する円盤状の基材１４２の表面に形成された蛍光面１４３（Ｙ）

と反射面１４４（Ｂ）に、順次、入射する。その結果、青色帯域（Ｂ色）の光

は、上記蛍光面１４３では、励起光として蛍光体層に受光され、その蛍光光で

ある黄色光に変換されて発光する。他方、上記反射面１４４（Ｂ）では、その
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表面で反射・散乱され、これが連続して繰り返されることとなる。なお、この

時、反射面１４４（Ｂ）に入射し、その反射面で反射・散乱される光は、その

表面を覆う、位相を１／４波長（１／４λ）だけ移動する位相変換手段である

透過膜１４５を２度通過するため、その偏光面を９０度だけ変更される（即ち、

位相が１／２波長（１／２λ）だけ移動される）。 

【００４７】 

 そして、上述したように、円盤（ホイール）部材１４０の蛍光面１４３から

発光する光（黄色光）と、その反射面１４４（Ｂ）からの反射光であるＢ色光

とは、再度、上記反射鏡（リフレクタ）１３０に向かい、その内面側の反射鏡

（面）１３１により反射されて、平行光束として、再び、分離ミラー１２０に

向かうこととなる。なお、この分離ミラー１２０は、上述したように、透過膜

１４５により偏光面を９０度だけ変更されたＢ色光を反射する。また、蛍光面

１４３から発光する光（黄色光）も、同様に、分離ミラー１２０を反射する。

その結果、励起光であるＢ色光は蛍光面からの黄色光は、上記円盤（ホイール）

部材１４０の回転に伴って混色され、略白色の光となる。即ち、上述した光源

ユニット１０によれば、分離ミラー１２０の裏面（半導体レーザ素子群１１０

からの偏光面の入射面と反対の面）から、図１の下方向に向かって、投射型表

示装置の照明光学系１００に入射する白色の照明光が得られることとなる。」 

 

 上記（１）ないし（３）の記載によれば、引用文献１には、以下の発明（以

下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。 

  

「 投射型表示装置における光源として採用するに適した光源ユニット（固体

光源装置）１０であって、 

 固体素子の発光源である青色帯域（Ｂ色）の光を発光する半導体レーザ素子、

又は、発光ダイオードを略円板状の基板上に複数配列した半導体レーザ素子群

１１０と、 

 上記半導体レーザ素子群１１０のレーザ光出射面に対向して、略４５度の角

度で傾斜して配置された分離ミラー１２０と、 

 当該分離ミラー１２０のレーザ光反射面に対向する位置に配置された反射鏡

（リフレクタ）１３０と、 

 当該反射鏡の焦点（Ｆ）の近傍において回転する円盤（ホイール）部材１４

０と、 

 当該円盤（ホイール）部材を所望の回転速度で回転駆動するための電動モー

タ１５０と 

を備え、 

 半導体レーザ素子群１１０の多数の半導体レーザ素子は、その発光面から出

射する光の偏光面が所定の方向に揃うように配置され、 

 分離ミラー１２０は、半導体レーザ素子群から射出され、その偏光面を所定

の方向に揃えた青色レーザ光を、反射鏡（リフレクタ）１３０に向けて透過す

ると共に、反射鏡（リフレクタ）から入射する、当該偏光面に対して直交する

方向に偏光面を有する光については、これを反射する働きをし、 
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 円盤（ホイール）部材１４０は、その中心部に回転駆動のための回転軸１４

１を備えると共に、円盤状に形成された基材１４２を備え、回転制御が可能な

円盤状の基材１４２の表面には、複数のセグメント領域が設けられ（分割さ

れ）、これら複数のセグメント領域は、二つの領域に分けられ、一方のセグメ

ント領域には、可視光領域の励起光（青色（Ｂ）レーザ光）を受光して青色光

の補色の関係にある黄色光を発光する蛍光体層からなる蛍光面１４３が設けら

れ、他方のセグメント領域には、励起光を反射・拡散する反射面１４４を設け

ると共に、その表面を覆って、更に、励起光の位相を１／４波長（１／４λ）

だけ移動する位相変換手段である透過膜１４５が形成されており、 

 半導体レーザ素子群１１０からの偏光面が所定の方向に揃った青色帯域（Ｂ

色）の光は、分離ミラー１２０を透過して反射鏡（リフレクタ）１３０に向か

い、その内面側の反射鏡（面）１３１により反射されて、その焦点近傍Ｆに集

光され、この焦点近傍Ｆに集光された青色帯域（Ｂ色）の光は、円盤（ホイー

ル）部材１４０の回転に伴い、当該部材を構成する円盤状の基材１４２の表面

に形成された蛍光面１４３（Ｙ）と反射面１４４（Ｂ）に順次入射し、その結

果、青色帯域（Ｂ色）の光は、上記蛍光面１４３では、励起光として蛍光体層

に受光され、その蛍光光である黄色光に変換されて発光し、他方、上記反射面

１４４（Ｂ）では、その表面で反射・散乱され、この時反射・散乱される光は、

その表面を覆う、位相を１／４波長（１／４λ）だけ移動する位相変換手段で

ある透過膜１４５を２度通過するため、その偏光面を９０度だけ変更され、そ

して、円盤（ホイール）部材１４０の蛍光面１４３から発光する光（黄色光）

と、その反射面１４４（Ｂ）からの反射光であるＢ色光とは、再度、上記反射

鏡（リフレクタ）１３０に向かい、その内面側の反射鏡（面）１３１により反

射されて、平行光束として、再び、分離ミラー１２０に向かい、この分離ミラ

ー１２０は、透過膜１４５により偏光面を９０度だけ変更されたＢ色光及び蛍

光面１４３から発光する光（黄色光）を反射し、その結果、励起光であるＢ色

光及び蛍光面からの黄色光は、上記円盤（ホイール）部材１４０の回転に伴っ

て混色され、略白色の光となって取り出され、もって、略点光源から出射した

白色光を出力することとなる 

光源ユニット１０。」 

 

２ 引用文献２ 

 原査定で引用された引用文献２には、以下の記載がある。なお、下線は合議

体が付したものである。 

 

（１） 段落００２１から段落００２８まで 

「【００２１】 

 以下、プロジェクター１の各構成要素について説明する。 

 光源装置２は、レーザー光源９（固体光源）、ダイクロイックミラー１０、

１／４波長板１１（位相差板）、蛍光体ホイール１２（発光素子）、コリメー

ト光学系１３、レンズアレイ１４，１５、偏光変換素子１６、重畳レンズ１７

がこの順に配置された構成になっている。 
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【００２２】 

 レーザー光源９は、後述する蛍光体ホイール１２が備える蛍光体を励起させ

る励起光として、例えば発光強度の中心波長が４５０ｎｍの青色レーザー光を

射出する。レーザー光源９から射出される青色レーザー光は偏光状態が一定の

直線偏光であり、ダイクロイックミラー１０の選択反射面１０ａに対する偏光

状態がＰ偏光である。本実施形態において、波長４５０ｎｍは第１の波長領域

に相当し、Ｐ偏光は第１の偏光成分に相当する。なお、レーザー光源９は、図

１では１個のレーザー光源を用いる例として示したが、例えば複数個のレーザ

ー光源を並置しても良い。また、後述する蛍光体を励起させることができる波

長の光であれば、４５０ｎｍ以外の中心波長を有する色光を射出するレーザー

光源であっても構わない。 

【００２３】 

 ダイクロイックミラー１０は、レーザー光源９と蛍光体ホイール１２との間

の励起光の光路上に配置されている。ダイクロイックミラー１０の選択反射面

１０ａは、レーザー光源９から蛍光体ホイール１２に向けて射出されダイクロ

イックミラー１０に入射する励起光Ｌ１の光軸に対して４５度の角度をなして

いる。選択反射面１０ａと励起光Ｌ１の光軸とのなす角度が４５度である状態

において、ダイクロイックミラー１０は、発光強度の中心波長が４５０ｎｍの

Ｐ偏光の青色レーザー光を透過するとともに、発光強度の中心波長が４５０ｎ

ｍのＳ偏光の青色レーザー光と発光強度の中心波長が５５０ｎｍの黄色の波長

域の蛍光とを反射する偏光分離特性を有している。ダイクロイックミラー１０

の偏光分離特性については後で詳しく説明する。本実施形態において、波長５

５０ｎｍは第２の波長領域に相当し、Ｓ偏光は第２の偏光成分に相当する。 

【００２４】 

 １／４波長板１１は、蛍光体ホイール１２とダイクロイックミラー１０との

間の励起光の光路上に配置されている。したがって、レーザー光源９からダイ

クロイックミラー１０を透過して蛍光体ホイール１２に向かう励起光と、蛍光

体ホイール１２で反射してダイクロイックミラー１０に戻る励起光および蛍光

体ホイール１２から発せられた蛍光とが１／４波長板１１を通過する。以下の

説明では、レーザー光源９からダイクロイックミラー１０を透過して蛍光体ホ

イール１２に向かう励起光のことを往路の励起光Ｌ１、蛍光体ホイール１２で

反射してダイクロイックミラー１０に戻る励起光のことを復路の励起光Ｌ２と

称する。蛍光体ホイール１２から発せられた蛍光は偏光状態が揃っていないた

め、１／４波長板１１は蛍光の偏光状態に対して作用を及ぼすことはない。一

方、レーザー光源９から発せられた励起光は偏光状態がＰ偏光に揃っているた

め、１／４波長板１１は励起光の偏光状態に対して作用を及ぼす。すなわち、

１／４波長板１１は、往路の励起光Ｌ１と復路の励起光Ｌ２とに往復で１／２

波長の位相差を付与し、復路の励起光の偏光状態をＰ偏光からＳ偏光に変換す

る。 

【００２５】 

 蛍光体ホイール１２は、支持基板１９（支持基材）と、支持基板１９の一つ

の面１９ａ（支持面）の上に設けられた反射膜２０（反射面）と、反射膜２０



 14 / 27 

 

上に設けられた発光層２１（蛍光体層）とを有している。発光層２１は図示し

ない蛍光体粒子を含むとともに、反射膜２０を介して支持基板１９の支持面１

９ａによって支持されている。蛍光体ホイール１２は、支持面１９ａがレーザ

ー光源９に対向するように配置され、レーザー光源９からの励起光が発光層２

１に照射されるように配置されている。蛍光体ホイール１２は、レーザー光源

９から射出される励起光（発光強度の中心波長が４５０ｎｍの青色レーザー光）

の一部を反射させる。また、蛍光体ホイール１２は、励起光の残部を吸収して

発光強度の中心波長が５５０ｎｍの黄色の蛍光に変換し、生成された黄色の蛍

光を反射させることによってダイクロイックミラー１０に向けて射出させる。 

【００２６】 

 図２に示すように、レーザー光源９側から蛍光体ホイール１２を見たときの

平面形状は円形である。支持基板１９の支持面１９ａは８つの領域に分かれ、

支持基板１９の支持面１９ａ上には発光層２１が設けられた４つの発光領域Ｃ

と発光層２１が設けられていない４つの非発光領域Ｄとが周方向に交互に並ん

でいる。本実施形態において、発光領域Ｃは支持面１９ａのうちの第１の領域

に相当し、非発光領域Ｄは支持面１９ａのうちの第２の領域に相当する。 

【００２７】 

 支持基板１９は、例えばガラス、セラミック等の無機物、銅等の金属、アク

リル等の樹脂などを用いて形成することができる。これらの材料は、軽量、低

コスト、加工性が良い等の点で優れている。また、ガラスの中でも石英ガラス、

ネオセラム等の材料は線膨張性が低く、耐熱性に優れる。また、ガラスの中で

も水晶、サファイア等の材料は熱伝導性が高く、放熱性に優れる。 

【００２８】 

 支持基板１９の支持面１９ａには反射膜２０が形成されている。反射膜２０

は、支持基板１９の支持面１９ａの全面にわたって形成され、したがって、発

光領域Ｃと非発光領域Ｄの双方にわたって形成されている。そのため、レーザ

ー光源９から射出される励起光と発光層２１から発せられた蛍光とが反射膜２

０で反射する。反射膜２０の材料には、アルミニウム、銀等の光反射率の高い

金属、酸化シリコンと酸化チタンとを複数層交互に積層した誘電体多層膜、等

が用いられる。」 

 

【図１】 
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 上記（１）の記載によれば、引用文献２には、以下の技術事項が記載されて

いると認められる。 

  

「プロジェクター１の光源装置２において、レーザー光源９（固体光源）、ダ

イクロイックミラー１０、１／４波長板１１（位相差板）及び蛍光体ホイール

１２（発光素子）を、この順に配置し、蛍光体ホイール１２の反射膜２０（反

射面）と発光層２１（蛍光体層）とを有する一つの面１９ａ（支持面）をレー

ザー光源９に対向するようにして、レーザー光源９からの励起光が発光層２１

に照射されるように配置する。」 

 

３ 引用文献３及び引用文献４ 
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 原査定で引用された引用文献３及び引用文献４には、それぞれ以下の記載が

ある。なお、下線は合議体が付したものである。 

 

（１） 引用文献３の段落００６７から段落００７８まで 

「【００６７】 

 図１３に示すように、投写型映像表示装置１００は、発光体４１及び反射ミ

ラー４２に代えて、カラーホイール１８０を有する。 

【００６８】 

 カラーホイール１８０は、回動可能に構成されており、図１４に示すように、

赤領域１８０Ｒ及び緑領域１８０Ｇを有する。楕円反射素子４０の第１焦点位

置において、楕円反射素子４０で反射された光がホイール面（赤領域１８０Ｒ

又は緑領域１８０Ｇ）に照射されるように、カラーホイール１８０は配置され

る。 

【００６９】 

 ここで、赤領域１８０Ｒ（緑領域１８０Ｇ）は、図１５に示すように、発光

体１８１Ｒ（発光体１８１Ｇ）と、反射ミラー１８２Ｒ（反射ミラー１８２Ｇ）

を有する。 

【００７０】 

 発光体１８１Ｒ（発光体１８１Ｇ）は、反射ミラー１８２Ｒ（反射ミラー１

８２Ｇ）よりも楕円反射素子４０側に配置される。発光体１８１Ｒ（発光体１

８１Ｇ）は、蛍光体或いは燐光体である。具体的には、発光体１８１Ｒは、楕

円反射素子４０で反射される青成分光Ｂ（励起光）に応じて、赤成分光Ｒを出

射する。発光体１８１Ｇは、楕円反射素子４０で反射される青成分光Ｂ（励起

光）に応じて、緑成分光Ｇを出射する。 

【００７１】 

 反射ミラー１８２Ｒ（反射ミラー１８２Ｇ）は、発光体１８１Ｒ（発光体１

８１Ｇ）から出射される赤成分光Ｒ（緑成分光Ｇ）を楕円反射素子４０側に反

射する。なお、反射ミラー１８２Ｒ（反射ミラー１８２Ｇ）は、青成分光Ｂの

残存成分光を発光体１８１Ｒ（発光体１８１Ｇ）側に反射してもよい。 

【００７２】 

 ［変更例４］ 

 以下において、第１実施形態の変更例４について説明する。以下においては、

変更例３に対する相違点について主として説明する。 

【００７３】 

 変更例３では、青成分光Ｂの光路は、赤成分光Ｒ及び緑成分光Ｇの光路と異

なる。これに対して、変更例４では、青成分光Ｂの光路は、赤成分光Ｒ及び緑

成分光Ｇの光路と同じである。 

【００７４】 

 （投写型映像表示装置） 

 以下において、変更例４に係る投写型映像表示装置について、図面を参照し

ながら説明する。図１６は、変更例４に係る投写型映像表示装置１００を示す
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図である。なお、図１６では、図１３と同様の構成について同様の符号を付し

ている。 

【００７５】 

 図１６に示すように、投写型映像表示装置１００は、カラーホイール１８０

に代えて、カラーホイール１８０Ａを有する。 

【００７６】 

 カラーホイール１８０Ａは、カラーホイール１８０と同様に、回動可能に構

成される。カラーホイール１８０Ａは、図１７に示すように、赤領域１８０Ｒ

及び緑領域１８０Ｇに加えて、青領域１８０Ｂを有する。なお、赤領域１８０

Ｒ及び緑領域１８０Ｇの構成は、図１５に示す構成と同様である。 

【００７７】 

 青領域１８０Ｂは、図１８に示すように、１／４位相差板１８１Ｂと、反射

ミラー１８２Ｂとを有する。 

【００７８】 

 １／４位相差板１８１Ｂは、反射ミラー１８２Ｂよりも楕円反射素子４０側

に配置される。１／４位相差板１８１Ｂは、青成分光Ｂの偏光状態を調整する

素子である。具体的には、１／４位相差板１８１Ｂは、青成分光Ｂの偏光方向

を直線偏光から円偏光に調整する。或いは、１／４位相差板１８１Ｂは、青成

分光Ｂの偏光方向を円偏光から直線偏光に調整する。」 

 

【図１７】 

 

 

（２） 引用文献４の段落００８２から００８５まで 

「【００８２】 

 （実施の形態３） 
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 実施の形態３における光源装置について、図６Ａ、６Ｂを参照して説明する。

本実施の形態は、基材上に形成された蛍光体層の部分以外は実施の形態１の構

成と等価であるため、光源装置全体の構成については、図示を省略する。また、

同一の要素についての説明を省略する。本実施の形態の光源装置からの出力光

は、緑色～黄色光と赤色光を主成分として青色光成分も含み、画像表示装置な

どの照明光として使用することが可能である。 

【００８３】 

 図６Ａに示すように、基材２、ダイクロイックコート２ａ及び回転装置４か

らなる構成は実施の形態１と同様であるが、ダイクロイックコート２ａ上に形

成された蛍光体層１７の構成が実施の形態１はと異なる。すなわち、本実施の

形態では、図６Ｂに示すように、円板状の基材２上は円周上に３つのセグメン

ト１７ａ、１７ｂ、１７ｃに分割されており、そのうち２つのセグメントに蛍

光体層が形成されている。セグメント１７ａには赤色蛍光体が塗布されており、

セグメント１７ｂには緑色蛍光体が塗布されている。セグメント１７ｃには蛍

光体が塗布されておらず、励起光に対する反射コートが施された鏡面となって

いる。 

【００８４】 

 このような構成とすることで、基材２をｚ軸に沿って回転させたときに、励

起光が照射されるスポットの位置が、時間的に３つのセグメントに亘って変化

する。励起光の集光スポットに対してセグメント１７ａが面するときは、青色

励起光は赤色蛍光体によって赤色光へと変換される。同様に、励起光の集光ス

ポットに対してセグメント１７ｂが面するときは、青色励起光は緑色蛍光体に

よって緑色光へと変換される。 

【００８５】 

 一方、励起光の集光スポットに対してセグメント１７ｃが面するときは、青

色励起光は波長変換されずにそのまま基材２表面で反射され、集光レンズ９

（図１参照）を介した後、再び４分の１波長板８を通過して、Ｓ偏光の直線偏

光へと変換される。さらに、ダイクロイックミラー７によって反射されて光源

装置１から射出される。蛍光体が塗布された２つのセグメント１７ａ、１７ｂ

では、波長変換された緑色および赤色の蛍光は、ダイクロイックミラー７によ

って同じく反射されて光源装置から射出される。そのため、時間平均では、赤

色、緑色、青色を加法混色した出力光を光源装置から得ることが可能である。」 

 

【図６Ｂ】 
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 上記（１）及び（２）の記載によれば、以下の技術事項が本願の優先日前に

周知であったと認められる。 

  

「表示装置の光源に用いられるカラーホイールにおいて、円周上を３つのセグ

メントに分割し、そのうち２つのセグメントには異なる色の蛍光体層をそれぞ

れ形成し、残りの１つのセグメントには蛍光体層を形成せずに励起光に対する

反射面を形成する。」 

 

 

第５ 対比・判断 

１ 本願発明１について 

（１） 対比 

 本願発明１と上記第４の１で述べた引用発明とを対比すると、以下のとおり

である。  

 

ア 引用発明の「光源ユニット（固体光源装置）１０」は、本願発明１の「光

エンジン」に相当する。 

 

イ 引用発明における「反射鏡の焦点（Ｆ）の近傍において回転する円盤（ホ

イール）部材１４０」は、「可視光領域の励起光（青色（Ｂ）レーザ光）を受

光して青色光の補色の関係にある黄色光を発光する蛍光体層」を有しているか

ら、本願発明１における「波長変換装置」に相当する。 

 また、引用発明において「固体素子の発光源である青色帯域（Ｂ色）の光を

発光する半導体レーザ素子、又は、発光ダイオードを略円板状の基板上に複数

配列した半導体レーザ素子群１１０」が発光する「偏光面が所定の方向に揃っ
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た青色帯域（Ｂ色）の光」が、本願発明１における「第１の波長範囲かつ第１

の偏光の光源光」に相当し、「可視光領域の励起光（青色（Ｂ）レーザ光）を

受光して青色光の補色の関係にある黄色光を発光する蛍光体層」が発光する

「青色光の補色の関係にある黄色光」が、本願発明１における「前記第１の波

長範囲と重複しない第２の波長範囲の光」に相当する。 

 すなわち、引用発明における「円盤（ホイール）部材１４０」の「蛍光体層」

が「偏光面が所定の方向に揃った青色帯域（Ｂ色）の光」「を受光して青色光

の補色の関係にある黄色光を発光する」という事項は、本願発明１における

「前記波長変換装置は、第１の波長範囲かつ第１の偏光の光源光を受け、受け

られた前記光源光の一部から前記第１の波長範囲と重複しない第２の波長範囲

の光を発生するように配置され」るという事項に相当する。 

 

ウ 引用発明における「複数のセグメント領域が設けられ（分割され）」た

「回転制御が可能な円盤状の基材１４２」が、本願発明１における「複数の区

域を有するディスク部分を含む蛍光体ホイール」に相当する。 

 また、引用発明における「円盤状の基材１４２の表面」の「二つの領域に分

けられ」る「セグメント領域」のうちの「一方のセグメント領域」には、「可

視光領域の励起光（青色（Ｂ）レーザ光）を受光して青色光の補色の関係にあ

る黄色光を発光する蛍光体層からなる蛍光面１４３が設けられ」、これによっ

て、「反射鏡（リフレクタ）１３０」の「内面側の反射鏡（面）１３１により

反射されて」「蛍光面１４３」に「入射」した「青色帯域（Ｂ色）の光」が

「黄色光に変換され」て「再度、上記反射鏡（リフレクタ）１３０に向か」う

ようになっているから、この「一方のセグメント領域」は、本願発明１におけ

る、「前記第２の波長範囲の光を発生して前記第２の波長範囲の光を反射」す

る「蛍光要素を含む区域」に相当するといえる。 

 

エ 引用発明における「円盤状の基材１４２の表面」の「二つの領域に分けら

れ」る「セグメント領域」のうちの「他方のセグメント領域」には「励起光を

反射・拡散する反射面１４４を設けると共に、その表面を覆って、更に、励起

光の位相を１／４波長（１／４λ）だけ移動する位相変換手段である透過膜１

４５が形成されており」、これによって、「青色帯域（Ｂ色）の光」が、「反

射面１４４（Ｂ）」の「表面で反射・散乱され、この時反射・散乱される光は、

その表面を覆う、位相を１／４波長（１／４λ）だけ移動する位相変換手段で

ある透過膜１４５を２度通過するため、その偏光面を９０度だけ変更され」て

いる。 

 すなわち、引用発明における「他方のセグメント領域」の「反射面１４４」

及び「透過膜１４５」は、「半導体レーザ素子群１１０」が発光する「偏光面

が所定の方向に揃った青色帯域（Ｂ色）の光」を、「偏光面を９０度だけ変更」

して「反射・散乱」する機能を有しているから、本願発明１における、「前記

光源光を、前記第１の偏光と異なる第２の偏光に設定し、前記第２の偏光の光

を反射するように構成され」る「偏光変換器」に相当するといえる。 
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オ 引用発明においては、「半導体レーザ素子群１１０からの偏光面が所定の

方向に揃った青色帯域（Ｂ色）の光は、分離ミラー１２０を透過し」、更に、

「分離ミラー１２０は、透過膜１４５により偏光面を９０度だけ変更されたＢ

色光及び蛍光面１４３から発光する光（黄色光）を反射」するとされている。 

 すなわち、引用発明における「分離ミラー１２０」は、「透過膜１４５によ

り偏光面を９０度だけ変更されたＢ色光及び蛍光面１４３から発光する光（黄

色光）」を受けるように配置され、「半導体レーザ素子群１１０からの偏光面

が所定の方向に揃った青色帯域（Ｂ色）の光」を透過するのに対し、それとは

異なって、「透過膜１４５により偏光面を９０度だけ変更されたＢ色光及び蛍

光面１４３から発光する光（黄色光）」を反射する特性を有するものであるか

ら、本願発明１における、「前記第２の波長範囲の反射された光および前記第

２の偏光の光を受けるように配置され」、「（Ａ）前記第１の波長範囲かつ前

記第１の偏光の光を（Ｂ）前記第２の偏光の光および前記第２の波長範囲の光

と異なって透過または反射するように構成され」る「二色性要素」に相当する

といえる。 

 

（２） 一致点及び相違点 

 上記（１）の対比の結果をまとめると、本願発明１と引用発明との一致点及

び相違点は、以下のとおりである。  

 

ア 一致点  

「光エンジンであって、前記光エンジンは、 

 （Ｉ）波長変換装置を備え、前記波長変換装置は、第１の波長範囲かつ第１

の偏光の光源光を受け、受けられた前記光源光の一部から前記第１の波長範囲

と重複しない第２の波長範囲の光を発生するように配置され、前記波長変換装

置は、 

 （ｉ）複数の区域を有するディスク部分を含む蛍光体ホイールを含み、前記

複数の区域は、（Ａ）蛍光要素を含む区域を含み、前記蛍光要素を含む区域は、

前記第２の波長範囲の光を発生して前記第２の波長範囲の光を反射し、 

 （ｉｉ）偏光変換器を含み、前記偏光変換器は、前記光源光を、前記第１の

偏光と異なる第２の偏光に設定し、前記第２の偏光の光を反射するように構成

され、前記光エンジンはさらに、 

 （ＩＩ）二色性要素を備え、前記二色性要素は、前記第２の波長範囲の反射

された光および前記第２の偏光の光を受けるように配置され、前記二色性要素

は、（Ａ）前記第１の波長範囲かつ前記第１の偏光の光を（Ｂ）前記第２の偏

光の光および前記第２の波長範囲の光と異なって透過または反射するように構

成される、 

光エンジン。」 

 

イ 相違点  

 本願発明１では、「蛍光体ホイール」の「複数の区域」が、「蛍光要素を含

む区域」の他に、「間隙区域」を含んでおり、また、「前記蛍光体ホイールは、
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前記二色性要素と前記偏光変換器との間に配置される」のに対して、引用発明

では、「円盤状の基材１４２」（「蛍光体ホイール」に相当）の「表面」の

「複数のセグメント領域」が、「可視光領域の励起光（青色（Ｂ）レーザ光）

を受光して青色光の補色の関係にある黄色光を発光する蛍光体層からなる蛍光

面１４３が設けられ」る「一方のセグメント領域」（「蛍光要素を含む区域」

に相当）の他に、「他方のセグメント領域」を含んでおり、この「他方のセグ

メント領域」は「間隙区域」ではなく、この「他方のセグメント領域」に「反

射面１４４」及び「透過膜１４５」（「偏光変換器」に相当）が配置されてお

り、つまり、「蛍光体ホイール」に相当する構成と「偏光変換器」に相当する

構成とが、一体となって同じ位置に設けられている点。 

 

（３） 相違点についての判断 

 引用発明が、上記（２）のイで述べた相違点に係る本願発明１の構成を備え

るようにするには、引用発明において、「円盤状の基材１４２の表面には、複

数のセグメント領域が設けられ（分割され）、これら複数のセグメント領域は、

二つの領域に分けられ、一方のセグメント領域には、可視光領域の励起光（青

色（Ｂ）レーザ光）を受光して青色光の補色の関係にある黄色光を発光する蛍

光体層からなる蛍光面１４３が設けられ、他方のセグメント領域には、励起光

を反射・拡散する反射面１４４を設けると共に、その表面を覆って、更に、励

起光の位相を１／４波長（１／４λ）だけ移動する位相変換手段である透過膜

１４５が形成され」ているところを、「他方のセグメント領域」を光が透過す

る「間隙区域」に変更し、「反射面１４４」及び「透過膜１４５」を「円盤状

の基材１４２」の後方（「蛍光面１４３」とは反対側の面の方向）の「他方の

セグメント領域」を透過した励起光が到達する位置に設ける必要がある。つま

り、「円盤状の基材１４２」において「蛍光面１４３」と一体に設けられてい

る「反射面１４４」及び「透過膜１４５」を、「円盤状の基材１４２」から分

離し、別途「円盤状の基材１４２」の後方に配置する必要がある。しかしなが

ら、引用文献１には、そのようなことを示唆する事項は記載されていない。 

 引用文献１には、「従来の光源装置により得られる光は、比較的大きな面積

に集積して配置された多数の固体光源からの光を集めたものであり、そのため、

必要な光量の白色光の点光源を形成するものではなく、従来の水銀ランプに代

えて上述した固体光源を採用した場合には、光強度変調部を含む光学系部分に

おいて十分な性能が得られず、投射面でのホワイトバランスの劣化や色むらが

発生してしまう原因ともなってしまう」という課題が記載されており（上記第

４の１（１）にも記載した段落００１０を参照。）、その課題を解決するため

に、引用発明は、「円盤（ホイール）部材１４０」を「反射鏡の焦点（Ｆ）の

近傍」に配置し、この「反射鏡の焦点（Ｆ）の近傍において回転する円盤（ホ

イール）部材１４０」の「円盤状の基材１４２の表面」の「蛍光面１４３から

発光する光（黄色光）」及び「反射面１４４（Ｂ）からの反射光であるＢ色光」

を「反射鏡（リフレクタ）１３０」及び「分離ミラー１２０」を介して取り出

すことで、「略点光源から出射した白色光を出力する」ようにしたものである。

そして、かかる引用発明において、上述のように、「反射面１４４」及び「透
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過膜１４５」を、「円盤状の基材１４２」から分離し、別途「円盤状の基材１

４２」の後方に配置するようにすれば、それらの「反射面１４４」及び「透過

膜１４５」は、「反射鏡の焦点（Ｆ）の近傍」からずれた位置に配置されるこ

とになるから、「略点光源から出射した白色光を出力する」ことができなくな

り、上記課題を解決できなくなることが明らかである。 

 すなわち、引用文献１は、引用発明の「円盤状の基材１４２」において「蛍

光面１４３」と一体に設けられている「反射面１４４」及び「透過膜１４５」

を、「円盤状の基材１４２」から分離し、別途「円盤状の基材１４２」の後方

に配置するということを示唆しないばかりか、逆に、そうすることに阻害要因

があるということを示唆するものである。 

 

 更に、引用文献２ないし引用文献４のいずれも、引用発明の「円盤状の基材

１４２」において「蛍光面１４３」と一体に設けられている「反射面１４４」

及び「透過膜１４５」を、「円盤状の基材１４２」から分離し、別途「円盤状

の基材１４２」の後方に配置するといったことを示唆するものではない。 

 特に、上記第４の２で述べたように引用文献２には、「プロジェクター１の

光源装置２において、レーザー光源９（固体光源）、ダイクロイックミラー１

０、１／４波長板１１（位相差板）及び蛍光体ホイール１２（発光素子）を、

この順に配置し、蛍光体ホイール１２の反射膜２０（反射面）と発光層２１

（蛍光体層）とを有する一つの面１９ａ（支持面）をレーザー光源９に対向す

るようにして、レーザー光源９からの励起光が発光層２１に照射されるように

配置する」という技術事項が記載されており、つまり、引用発明のような「焦

点」を形成する「反射鏡（リフレクタ）１３０」を用いずに、光源からホイー

ルに対し光を導くという技術事項が記載されているが、引用発明において、か

かる技術事項を採用する動機がなく、また仮に採用したとしても、この技術事

項は、「円盤状の基材１４２」の後方に「反射面１４４」及び「透過膜１４５」

を配置することを示唆するものではないから、引用文献２に記載事項された技

術に基づいて、上記（２）のイで述べた相違点に係る本願発明１の構成を当業

者が容易に想到し得るということはできない。 

 また、上記第４の３で述べたように、引用文献３及び引用文献４には、「表

示装置の光源に用いられるカラーホイールにおいて、円周上を３つのセグメン

トに分割し、そのうち２つのセグメントには異なる色の蛍光体層をそれぞれ形

成し、残りの１つのセグメントには蛍光体層を形成せずに励起光に対する反射

面を形成する」という周知の技術事項が開示されているが、この周知の技術事

項も、「円盤状の基材１４２」の後方に「反射面１４４」及び「透過膜１４５」

を配置することを示唆するものではないから、かかる周知の技術事項に基づい

て、上記（２）のイで述べた相違点に係る本願発明１の構成を当業者が容易に

想到し得るということはできない。 

 

 したがって、上記（２）のイで述べた相違点に係る本願発明１の構成は、引

用発明と、引用文献２に記載された技術事項又は引用文献３及び引用文献４に
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記載された周知の技術事項とに基づいて、当業者が容易に想到し得るものであ

るということはできない。  

 

（４） 本願発明１についてのまとめ  

 以上のとおりであるから、本願発明１は、引用文献１ないし引用文献４に記

載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである

ということはできない。  

 

２ 本願発明２ないし本願発明７について  

 本願発明２ないし本願発明７は、本願発明１の構成を全て含むから、少なく

とも上記１（２）のイで述べた本願発明１と引用発明との間の相違点で、引用

発明と相違する。 

 そして、上記１（３）で述べたように、この相違点に係る本願発明１の構成

は、引用発明と、引用文献２に記載された技術事項又は引用文献３及び引用文

献４に記載された周知の技術事項とに基づいて、当業者が容易に想到し得るも

のであるということはできないから、この相違点に係る本願発明２ないし本願

発明７の構成も同様である。  

 したがって、本願発明２ないし本願発明７は、引用文献１ないし引用文献４

に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたもので

あるということはできない。  

 

３ 本願発明８について  

 本願発明８は、上記１（２）のイで述べた相違点に係る本願発明１の構成に

対応する事項、すなわち、「前記蛍光体ホイールは、前記光源光の偏光を変化

させ前記光源光を反射する前記蛍光体ホイールの後ろに位置する偏光変換器に

対して前記光源光を透過するように構成される」という事項を備えるものであ

って、本願発明８がかかる事項を備えるのに対し、引用発明がかかる事項を備

えないという点を、引用発明との相違点として有する。 

 そして、引用発明が、この相違点に係る本願発明８の構成を備えるようにす

るには、引用発明の「円盤状の基材１４２」において「蛍光面１４３」と一体

に設けられている「反射面１４４」及び「透過膜１４５」を、「円盤状の基材

１４２」から分離し、別途「円盤状の基材１４２」の後方に配置する必要があ

るが、上記１（３）で述べたように、引用文献１は、引用発明の「円盤状の基

材１４２」において「蛍光面１４３」と一体に設けられている「反射面１４４」

及び「透過膜１４５」を、「円盤状の基材１４２」から分離し、別途「円盤状

の基材１４２」の後方に配置するということを示唆しないばかりか、逆に、そ

うすることに阻害要因があるということを示唆するものであって、また、引用

文献２ないし引用文献４のいずれも、引用発明の「円盤状の基材１４２」にお

いて「蛍光面１４３」と一体に設けられている「反射面１４４」及び「透過膜

１４５」を、「円盤状の基材１４２」から分離し、別途「円盤状の基材１４２」

の後方に配置するといったことを示唆するものではないことから、この相違点

に係る本願発明８の構成は、引用発明と、引用文献２に記載された技術事項又
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は引用文献３及び引用文献４に記載された周知の技術事項とに基づいて、当業

者が容易に想到し得るものであるということはできない。  

 したがって、本願発明８は、引用文献１ないし引用文献４に記載された発明

に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるということは

できない。  

 

４ 本願発明９及び本願発明１０について  

 本願発明９及び本願発明１０は、本願発明１又は本願発明８の構成を全て含

むから、少なくとも上記１（２）のイで述べた本願発明１と引用発明との間の

相違点又は上記３で述べた本願発明８と引用発明との間の相違点で、引用発明

と相違する。 

 そして、上記１（３）又は上記３で述べたように、これらの相違点に係る本

願発明１又は本願発明８の構成は、引用発明と、引用文献２に記載された技術

事項又は引用文献３及び引用文献４に記載された周知の技術事項とに基づいて、

当業者が容易に想到し得るものであるということはできないから、この相違点

に係る本願発明９及び本願発明１０の構成も同様である。  

 したがって、本願発明９及び本願発明１０は、引用文献１ないし引用文献４

に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたもので

あるということはできない。  

 

５ 本願発明１１ないし本願発明１９について  

 本願発明１１は、実質的に、本願発明１に係る「光エンジン」を用いて光を

発生する方法の発明であって、上記１（２）のイで述べた相違点に係る本願発

明１の構成に対応する事項、すなわち、「前記光源光の少なくとも一部分の偏

光を前記第１の偏光と異なる第２の偏光に設定するように、前記受けられた前

記光源光の一部を前記蛍光体ホイールを通じて前記偏光変換器に透過するステ

ップ」という事項を備えるものである。 

 そして、上記１（３）で述べたように、引用文献１は、引用発明の「円盤状

の基材１４２」において「蛍光面１４３」と一体に設けられている「反射面１

４４」及び「透過膜１４５」を、「円盤状の基材１４２」から分離し、別途

「円盤状の基材１４２」の後方に配置するということを示唆しないばかりか、

逆に、そうすることに阻害要因があるということを示唆するものであって、ま

た、引用文献２ないし引用文献４のいずれも、引用発明の「円盤状の基材１４

２」において「蛍光面１４３」と一体に設けられている「反射面１４４」及び

「透過膜１４５」を、「円盤状の基材１４２」から分離し、別途「円盤状の基

材１４２」の後方に配置するといったことを示唆するものではないことから、

本願発明１１の上記事項も、引用発明と、引用文献２に記載された技術事項又

は引用文献３及び引用文献４に記載された周知の技術事項とに基づいて、当業

者が容易に想到し得るものであるということはできない。  

 更に、本願発明１２ないし本願発明１９は、本願発明１１の事項を全て含む

から、少なくとも「前記光源光の少なくとも一部分の偏光を前記第１の偏光と

異なる第２の偏光に設定するように、前記受けられた前記光源光の一部を前記
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蛍光体ホイールを通じて前記偏光変換器に透過するステップ」という事項を備

えており、かかる事項は、引用発明と、引用文献２に記載された技術事項又は

引用文献３及び引用文献４に記載された周知の技術事項とに基づいて、当業者

が容易に想到し得るものであるということはできない。 

 したがって、本願発明１１ないし本願発明１９は、引用文献１ないし引用文

献４に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたも

のであるということはできない。  

 

６ 本願発明２０について  

 本願発明２０は、実質的に、本願発明１に係る「光エンジン」を操作する方

法の発明であって、上記１（２）のイで述べた相違点に係る本願発明１の構成

に対応する事項、すなわち、「前記光源光の一部分を、色変化なしに、偏光の

変化を伴って前記蛍光体ホイールの後ろで反射するステップ」という事項を備

えるものである。 

 そして、上記１（３）で述べたように、引用文献１は、引用発明の「円盤状

の基材１４２」において「蛍光面１４３」と一体に設けられている「反射面１

４４」及び「透過膜１４５」を、「円盤状の基材１４２」から分離し、別途

「円盤状の基材１４２」の後方に配置するということを示唆しないばかりか、

逆に、そうすることに阻害要因があるということを示唆するものであって、ま

た、引用文献２ないし引用文献４のいずれも、引用発明の「円盤状の基材１４

２」において「蛍光面１４３」と一体に設けられている「反射面１４４」及び

「透過膜１４５」を、「円盤状の基材１４２」から分離し、別途「円盤状の基

材１４２」の後方に配置するといったことを示唆するものではないことから、

本願発明２０の上記事項も、引用発明と、引用文献２に記載された技術事項又

は引用文献３及び引用文献４に記載された周知の技術事項とに基づいて、当業

者が容易に想到し得るものであるということはできない。  

 したがって、本願発明２０は、引用文献１ないし引用文献４に記載された発

明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるということ

はできない。  

 

 

第６ 原査定について  

 上記第５のとおり、本件補正がされた本願発明１ないし本願発明２０は、引

用文献１ないし引用文献４に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明

をすることができたものであるということはできない。 

 したがって、原査定の理由は、維持することができない。  

 

 

第７ 当審拒絶理由について 

１ 当審拒絶理由の概要  
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理由１） 本願の請求項１ないし２１に係る発明は明確でないから、本願は、

特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たし

ていない。 

理由２） 本願の請求項７ないし１１、２０及び２１に係る発明は、発明の詳

細な説明に記載したものでないから、本願は、特許請求の範囲の記載が、特許

法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。  

 

２ 当審拒絶理由についての判断  

 本件補正がされたことにより、当審拒絶理由の理由１及び理由２は解消した。 

 

 

第８ むすび 

 以上のとおりであるから、原査定の理由によっては、本願は拒絶をするべき

ものであるということはできない。  

 また、他に、本願は拒絶をするべきものであるとする理由を発見しない。  

 よって、結論のとおり審決する。 

 

令和１年７月２２日 

 

審判長 特許庁 審判官 小林 紀史 

特許庁 審判官 櫻井 健太 

特許庁 審判官 中塚 直樹 
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